
 
 
和泉市では、富秋中学校区等において、地域で策定された「まちづくり構想（地域

案）」を尊重しつつ、学校や市営住宅等の公共施設の再編及び生じた跡地の活用によ

り、公共施設の最適配置の実現を図るとともに、人口減少・少子高齢化などの地域

課題を解決し持続可能なまちづくりの取り組みを行います。 

和 泉 市 富 秋 中 学 校 区 等 ま ち づ く り 構 想 の 概 要  

まちづくりの基本的考え方 

多世代交流の促進に

よるコミュニティを

育むまちづくり 

若者・子育て世帯の定

住が叶うまちづくり 

安 全・安心・快 適 な

生 活 環 境 づ く り  

訪 れ た く な る 魅 力

あ る ま ち づ く り  

富秋中学校区等の公共施設の再編方針 

基本方針 

公共施設の再編後の跡地利用に関する方針 

①まちに必要な機能の誘導 

②資産の有効活用方法 

③民間誘導のための条件整備 

地域・行政などで対話を行いながら、具体的な「まちに必要な機能」の導入を検討していきます。

特に、子育て支援や定住促進、コミュニティの持続、地域活性化、地域防災機能を強化します。 

公共施設の再編に伴い生じる跡地について、魅力あるまちづくりを推進するため公募方式で貸

付・売却を行います。 

事業者の意見も取り入れながら、民間施設の誘導を図り、地域の活性化につなげていきます。 

必要に応じて、都市計画の変更（例：用途地域の変更）を地域とも協議の上進めていきます。 

①安全・安心の確保 

②コンパクトなまちづくりの推進 

③施設の複合化・多機能化の推進 

④民間活力活用の推進 

安全性に課題がある施設の建替え、ユニバーサルデザインの導入、防災機能の確保を行います。 

公共施設の再編や民間施設を計画的に誘導し、集積・強化を図ることで利便性の向上を図ります。 

多種・多様な市民ニーズに対応できるよう施設機能の集約化や異なる機能の複合化、多機能化を

図ります。施設に必要な機能は、地域特性や市民ニーズを考慮して決定します。 

民間事業者の資金やノウハウを活用し、効果的・効率的にまちに必要な機能の整備を進めます。 

⑤市民や地域との連携による施設の整備・運営 
施設の整備・運営等について企画段階から、市民や地域の参画の機会を確保します。 

構想の計画期間 

本構想は、公共施設の再編期間を考慮し、令和２年度から令和 26 年度までの 25

年間を計画期間とします。 

対 象 の 区 域  

構想の実現に向けて 

富秋中学校区（池上小学校区及び幸小学校区）及び隣接校区の一部（市民文化ホ

ール、人権文化センター、伯太団地、王子第一団地・王子第二団地、王子町分館） まちづくりの方向性 

和泉市富秋中学校区等まちづくり構想をご覧になりたい方はこちら 

和 泉 市  市 長 公 室  政 策 企 画 室  資 産 マ ネ ジ メ ン ト 担 当  問 合 先 

0725－ 41－ 1551（ 代 表 ） ｜ 0725－ 99－ 8208（ 直 通 ）  電 話 

0725－ 45－ 9352 Ｆ Ａ Ｘ fm@city.osaka-izumi . lg . jp MAIL 

和泉市 

まちづくり検討会議（地域の代表者） 

プロジェクト委員会（（仮称）まちづくりパートナーズ） 

事業者・各種法人 

住民・来街者 

＜基本的な役割＞ 

・公共施設の整備（ハード）・
運営・規則の制定等 

・地域での協議・検討・活動等
への支援 

・民間施設・サービスの誘導等 

＜基本的な役割＞ 
・構想（地域案）の管理 
・各プロジェクトの調整・決定 
・まちづくり情報の発信 

＜主な役割＞ 
・活動・取組みの検討 
・主体としての活動・取組みの実施・参加（ソフト） 

＜基本的な役割＞ 
・活動・取組みへの参加 

＜基本的な役割＞ 
・民間施設の整備・運営（ハード・ソフト） 
・まちの活動・取組みへの参加・貢献 

協議・検討 

活動等への支援 

施設・サービスの誘導 
活動・取組への参加 

発 行：和泉市 

発行日：令和２年（2020 年）３月 



 
 

0 年目 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 6 年目 7 年目 8 年目 9 年目 10 年目 11～25 年目 概
算
事
業
費 

（
単
位
：
百
万
円
） 

西暦年度 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030～2044 

和暦年度 R 元 R２ R３ R４ R５ R６ R７ R８ R９ R10 R11 R12～R26 

学校         

 

   5，360

市営住宅 

建替対象 

団地： 

和泉第一/ 

丸笠/幸/幸

第二/王子

第一/王子

第 二 （ 11 、

12 棟除く）/

旭第一/旭

第二/伯太/ 

 

 

都市公園 

   

 

  

 

 

 

   

市営住宅 
（R11 まで）

第一期 

3,502

第二期 

5,768

第三期 

2,065

除却工事等

3,460

既存住宅 

改修工事 

168

計 14,963

公園 
 220

 
その他 
委託費 

 98
 
市営住宅
（R12 以降） 

除却工事 

1,078

既存住宅 

改修工事 

35

移転費 

46

計 1,159

多世代交流

拠点施設 
            

 
2,045

市民文化ホール             

人権文化センター             

幸分館         
 

   

王子町分館             

青少年センター             

その他の 

公共施設 
            

和泉診療
所除却 

64
北部総合
福祉会館 

937

            合計  24,846  

公共施設再編に係る事業スケジュール 地区整備計画（イメージ） 

2029 年度末頃 

2044 年度末頃 

※このスケジュールについては現時点で想定できる最短のものであり、地域との協議の状況等により、変更になる可能性があります。 ※これはイメージです。 
※図中の「跡地活用」は、市有地の活用エリアを示したものです。着色部に民地が含まれる場合もありますが、民地買取を行うものではありません。 

王子町会へ土地返還 

除却 廃止 跡地活用へ 

市営住宅除却・建設工事 
利用開始 

除却 
多世代交流拠点

へ機能移転 

跡地活用へ 

跡地活用へ 

旭第二団地での建替工事（100 戸） 

市営住宅除却・ 

建設工事 

和泉第一団地での建替工事（280 戸） 

市営住宅 
除却 

都市公園整備 

上記以外の建替対象団地の入居者は、市営住宅①～③ 
（建替住宅）に空き住戸が発生し次第、順次住替え。 
市営住宅①～③へ住替え完了した団地は順次跡地活用を進める 

第１期で入居対象となっ

た団地は除却し、都市公
園用地や第２期の建替用

地として活用 

市営住宅第一期  

市営住宅第三期 

市営住宅第二期 

準備期間 設計・建設工事 
供用開始 

都市公園（第２期） 

供用開始 準備期間 

市営住宅除却・ 

設計・建設工事 

跡地活用へ 

第２期で入居対象となった団

地は除却し、都市公園用地

や第３期の建替用地として活
用するほか、跡地の貸付・売

却による跡地活用を行う 

都市公園（第１期） 

旭公園での建替工事（170 戸） 

供用開始 

  市営住宅除却・跡地整備 

市営住宅除却 
跡地活用へ 

開校 
準備期間 設計・建設工事 

学校除却 
跡地活用へ 

ま
ち
づ
く
り
構
想
策
定 

市営住宅跡地などを活用して、 

北部総合福祉会館、和泉診療所

をこの期間に整備 
跡地活用へ 

幸幼稚園跡地 
あさひ保育園跡地 

入居対象 

和泉第一（全て）・幸（33～35 棟）の入居者 

市営住宅除却・跡地整備 

入居対象 

丸笠・伯太・王子第一・幸（33～35 以外）・ 

幸第二（49 棟）・旭第一（23 棟）・ 
旭第二（6～11 棟）、王子第二（5 棟） 

の入居者 

都市公園整備 

入居対象 
幸第二（41～43、50 棟）・ 

旭第一（19～22、24～27

棟）の入居者 

跡地活用へ 


